
会 報 第144号

愛媛県土地家屋調査士会 写真提供：十川博文会員

　　　　　「久万高原町の街並み」



１．使命

　　不動産に係る権利の明確化を期し、国民

　　の信頼に応える。

２．公正

　　品位を保持し、公正な立場で誠実に業務

　　を行う。

３．研鑽

　　専門分野の知識と技術の向上を図る。 
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会 長 挨 拶
愛媛県土地家屋調査士会　会長　徳　永　　哲　　

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。平素より愛媛県土地家屋調査士会の活動に対し、格別の

ご理解とご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

　昨年11月、大分市佐賀関において、市街地火災としては半世紀ぶりとなる大規模火災が発生

し、多くの建物が焼失いたしました。強風や乾燥、木造住宅の密集、狭あいな道路事情などが延

焼を拡大させ、さらに空き家の増加が被害を助長したと指摘されております。この災害は、地域

の安全・安心の確保に向け、空き家対策や防災体制の強化が急務であることを改めて示すもので

あり、当会としても地方公共団体や関係団体の相談事業等に、より積極的に関わってまいる所存

です。

　本年10月には、日本土地家屋調査士会連合会主催の「狭あい道路解消シンポジウム」が愛媛県

にて開催される運びとなりました。県内市町の狭あい道路管理に関係するご担当者様、県民の皆

様、県議会議員及び各市町の議員の方々のみならず、四国各県の関係者にもぜひお集まりいただ

き、当事業の重要性について広くご理解をいただける場を、しっかりと築いてまいります。

　また、日頃より筆界の専門家として表示に関する登記の申請代理業務を担うほか、法務局や地

方公共団体の地図作成事業に邁進しておりますが、地図基盤情報の整備は、災害時の迅速な復

旧・復興に資するのみならず、空き家・空き地・耕作放棄地の有効活用にも大きく寄与するもの

と考えます。さらに、不動産取引において重要な筆界情報の正確な明示・管理を推進し、全点境

界標識の設置を徹底するとともに、ＵＡＶや三次元スキャナーを活用した筆界関連情報の提供に

関する研究にも取り組んでまいります。

　さらに、法務行政を中心としつつ、所有者不明土地管理人業務や境界紛争関連業務にも積極的

に関わり、土地家屋調査士の活躍の場の広がりを感じられる１年にしてまいります。

　今後も研修会や勉強会を通じて情報交換を重ね、会員の皆様との相互理解を深めることで、土

地家屋調査士の一層の進展に努めてまいります。法務行政にしっかりと寄与しながら、地域の安

心・安全な不動産基盤情報を築き、住まいと暮らしを守る使命を果たしてまいりたいと存じま

す。

　結びに、会員の皆様方の益々のご健勝とご多幸を心より祈念申し上げます。
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　平素から、愛媛県土地家屋調査士会の会員の皆様には、当局の所掌事務、取り分け、登記制度

の適正・円滑な運営に深い御理解と温かい御支援、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。ま

た、当局としましては、社会経済の要請に応えた円滑な業務遂行に努め、午年らしく目標に向か

って突き進んでまいりますので、引き続き、皆様の御支援を賜りますようお願いいたします。

　さて、表題部所有者不明土地解消作業については、令和元年度から実施しておりますが、令和

７年度当初は、21名の会員の皆様に所有者等探索員として御尽力をいただいていたところ、本作

業は、全国的に作業が遅れている状況にあり、当局においても、令和５年度及び令和６年度の積

み残した作業に加え、新たに令和７年度作業も平行して適正・迅速に処理することが求められて

います。そこで、この遅れを解消するための方策として、貴会に対して所有者等探索委員の増員

を２回に分けてお願いしたところ、いずれも快く御推薦をいただき、現在、９名の増員を行い、

30名の会員の皆様に御尽力をいただいているところです。その結果、本作業の処理速度も向上

し、適正な単年度処理の実現に向けた体制整備が構築されたものと考えています。この場をお借

りし、皆様に厚く御礼を申し上げるとともに、一層の本作業の適正かつ迅速な作業への御協力を

お願いいたします。

　また、相続登記の義務化等、不動産登記法の改正に伴う国民の登記に関する相談等のニーズの

増加により、法務局における登記手続案内の利用者も増加しており、その解消を図る方策とし

て、貴会の御協力を得て、土地家屋調査士会無料登記相談を令和６年11月から今治支局、令和７

年１月から宇和島支局において、開設しています。改正不動産登記法等の円滑な施行に向けた周

知広報については、日本土地家屋調査士会連合会、日本司法書士会連合会及び法務局と連携して

取り組むことにより、効果的かつ効率的な周知広報が可能になると考えていますので、引き続

き、各種相談会等も含め、御協力をお願いいたします。

　最後に、筆界特定制度についてです。筆界特定制度を国民にとって身近で利便性の高いものに

していくためには、筆界調査委員の皆様やその選出母体である貴会との協力関係の維持に努める

必要があると考えています。また、境界問題相談センター愛媛（土地家屋調査士会ＡＤＲ）との

連携を図りながら、より一層国民が利用しやすい制度となるよう、会員の皆様の御理解と御支援

をお願いいたします。

　結びに当たり、今後も、会員の皆様が、更に御活躍されることを期待いたしますとともに、愛

媛県土地家屋調査士会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝・御多幸を心から祈念いたしま

して、私の挨拶とさせていただきます。

御 挨 拶
松山地方法務局　局長　安 藤　直 人
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 　愛媛県土地家屋調査士会及びその会員の皆様方には、日ごろから、不動産登記や境界確定な

どの業務において地域社会に多大な貢献をいただいており、愛媛弁護士会を代表して、深く敬意

を表します。また、愛媛弁護士会の活動に対しても日ごろからご理解とご協力をいただいてお

り、厚く御礼申し上げます。

　土地家屋調査士の皆様と弁護士は、それぞれ専門領域は異なっていますが、紛争を未然に防

ぎ、あるいは、円満に解決して、県民の皆様の平穏な生活に資するという職務を担っている点に

おいて、共通しています。そして、この職務を遂行するためには、土地家屋調査士の皆様と弁護

士との連携・協働が不可欠です。

　とりわけ、近年では、不動産の相続登記が義務化される一方、空き家問題や所有者不明土地問

題など、不動産に関する法的課題が社会問題化しています。これらの問題では、土地家屋調査士

の皆様による不動産の正確な調査・測量と、弁護士による法的助言や訴訟等の対応が、相互に補

完し合うことで、より迅速かつ円満な解決が可能となります。

　さらに、南海トラフ地震をはじめとする大規模災害が発生した場合、災害復旧を円滑に進める

ためには、不動産の正確な調査・測量が必須であり、かつ、それにもとづいて迅速に法的手続が

実現される必要があります。そのため、大規模災害への備えという観点からも、土地家屋調査士

の皆様と弁護士との連携・協働は、重要な意義を有しています。

　このような土地家屋調査士の皆様と弁護士との連携・協働を、より円滑に進めるためには、日

ごろからの情報交換や相互理解が不可欠です。これまでにも、愛媛県土地家屋調査士会の皆様に

は、「境界問題相談センター愛媛」の活動を通じて、土地家屋調査士の皆様と弁護士が幅広く連

携することができるよう、ご尽力いただいてきたところです。また、令和元年には、愛媛県土地

家屋調査士会のご提案により、「愛媛県内での災害発生に際しての各士業団体相互間における協

力に関する覚書」が、県内士業９団体の間で取り交わされました。

 　愛媛弁護士会としましては、今後も、情報交換を積極的に行ったり、研修会や懇談会などの

交流の場を設けたりすることで、土地家屋調査士の皆様と弁護士が相互にその専門分野への理解

を深め、両者の連携・協働がさらに深まることを、強く願っております。今後とも、愛媛弁護士

会及びその会員と幅広く連携・協働をいただきますよう、宜しくお願いいたします。

　結びに、愛媛県土地家屋調査士会及びその会員の皆様のご健勝とますますのご発展を祈念し、

私のご挨拶とさせていただきます。

愛媛弁護士会会長の挨拶
愛媛弁護士会　会長　永井卓也
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令和７年度　愛媛県土地家屋調査士会定時総会

日　時：令和７年５月23日（金）　午後１時00分より

場　所：松山市一番町三丁目　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山

出席者：本人出席143名　委任状出席50名　合計193名（会員総数248名）

第82回 日本土地家屋調査士会連合会 定時総会

日　時：令和７年６月17日（火）・18日（水）

場　所：東京都文京区「東京ドームホテル」

令和７年度　日本土地家屋調査士会連合会四国ブロック協議会定時総会

日　時：令和７年７月４日（金）　午後１時30分より

場　所：松山市大手町一丁目　ホテルマイステイズ松山

愛媛県土地家屋調査士会定時総会

日本土地家屋調査士会連合会定時総会

日本土地家屋調査士会連合会四国ブロック協議会定時総会

広報委員　吉 田　良 二
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お仕事フェスタ2025について

日 時：令和７年３月８日（土）、３月９日（日） 10時00分～16時00分

場 所：アイテムえひめ 大展示場

　愛媛県専修学校各種学校連合会主催の「お仕事フェスタ2025」に、ブースを出しました。以下の通

り、多くの方が参加されるイベントで、ブースには、たくさんの方がお越しくださいました。

　なかなか土地家屋調査士という職業の認知度は、まだまだですが、中には、「小学生のころ、別の

職業体験イベントで土地家屋調査士を知り、興味を持ったので、今回もこちらに来ました。」と言っ

てくださる参加者も。認知度の向上だけでなく、広報イベントから、未来の土地家屋調査士が誕生す

ることを望んでおります。

～職業体験ブース～

「土地家屋調査士」の職業体験ブースを設置し、測量体験のほか、クイズ等を行い、各種パンフレッ

ト、広報グッズ（定規・消しゴム）の配付を行った。また、測量体験とクイズを行った来場者には、

当会オリジナルデザインのお菓子「ブラックサンダー」「プリングルス」の配付を行った。

来場者数

２日間で約7,500人が会場を訪れ、土地家屋調査士ブースには、延べ222人（保護者除く）が来場し

た。

　１日目：120人（高校生：21人 小中学生：95人、未就学児：４人）

　２日目：102人（高校生：４人 小中学生：86人、未就学児：10人）

当日の様子をレポートしたInstagramは、こちら✨👇 

https://www.instagram.com/reel/DHLWbpaTEVW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

協力員：３月８日　栗山純造、徳永　哲、金寄　学、大尾倫広、岡本眞佐夫、守谷秀典、矢野利秋、

　　　　　　　　　山内長生、古見有起彦、金谷　朗　

　　　　３月９日　合田俊行、毛利潤也、赤松達則、小野周平、小島裕介、山内伸也、

　　　　　　　　　岡田直樹　（敬称略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご協力いただいた会員の皆さん、お疲れさまでした。

副会長　山 内　長 生
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弁護士と土地家屋調査士との士業ゴルフ大会

　昨年度、第１回弁護士会・調査士会の合同ゴルフ大会を始め、今年度も引き続き第２回を開催する

ことができました。

 

日　時　令和７年10月３日（金）

場　所　サンセットヒルズカントリークラブ　

参加者　弁護士会　５名 土地家屋調査士会　11名　計16名

　雨が降りそうで降らない曇り空の中でのプレーでしたが、まだまだ暖かく、半袖・半ズボンのプレ

イヤーもいらっしゃいました。

　昨年と同様、トップ３が土地家屋調査士という結果になりました。普段の測量で培った距離感が、

ここで活きているのかも！？

　その後の懇親会ではゴルフ談義や仕事上の相談などもでき、弁護士の先生方ともより親しくなれた

ように思います。

副会長　栗 山　純 造

競技結果
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法務局地図作成 

塩崎彰久代議士の視察、テレビ取材

　令和７年７月１日、塩崎彰久代議士による「法務局地図作成の視察」が行われました。

　松山市和泉北一丁目の法務局現地事務所にて山内副会長より法務局地図作成についての説明があ

り、その後、現地で測量の様子をご視察いただき、その模様を取材しました。

　現地事務所での山内副会長の説明はとても分かりやすく、塩崎代議士が非常に熱心に聞き入ってお

られ、活発に意見交換が進んでいたのがとても印象的でした。

　私の業務エリアである四国中央市では市街地の大部分で国土調査が完了しており、基本的に14条地

図が存在する土地を扱っているため、「法務局の地図作成とは具体的に何を行っているのか」につい

て以前から関心があり、今回の視察・説明は私自身にも大変学びのある時間となりました。

　その後の現地視察では、非常に暑い中にもかかわらず、測量作業の様子や境界確認の立会の流れに

ついても熱心にご質問くださり、その真摯なお姿勢に感銘を受けました。

 

https://www.facebook.com/share/v/1Bx5oLrZqn/

↑塩崎代議士のFacebookフィードのリンク

広報委員長　大 西　涼 介

　また、８月29日には愛媛朝日テレビによる法務局地図作成の取材があり、９月23日にスーパーJチ

ャンネルえひめのローカルコーナーにて取材内容の放送がされました。

　テレビ放送がされたことにより、地図作成業務を通して多くの方に「土地家屋調査士」の存在を知

ってもらえたのではないかと思います。

https://www.instagram.com/p/DPdTmlxEoxq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

↑テレビ取材時の愛媛会Instagram

https://youtu.be/KLP9BCEmQWI? si=4hGSBmqqu8bS5tOE

↑愛媛朝日テレビYouTubeのリンク

　土地家屋調査士の業務を多くの方に知っていただくことで、土地家屋調査士の知名度を上昇させ、

まずは隣地挨拶等に行った際、自分：「土地家屋調査士の〇〇です」　相手：「？？？」　となるこ

とが少しでも減らせられるよう、広報活動を行っていこうと思います。

-8-

☞
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https://www.facebook.com/share/v/1Bx5oLrZqn/
https://www.instagram.com/p/DPdTmlxEoxq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://youtu.be/KLP9BCEmQWI?si=4hGSBmqqu8bS5tOE


日　時：令和7年10月17日 13時00分～17時00分

場　所：仙台市太白区文化センター楽楽楽（ららら）ホール

　10月17日（金）仙台市太白区文化センターにおいて「狭あい道路解消シンポジウム」が開催されま

した。次年度の愛媛開催に向け、愛媛からも多数の会員が参加しました。

　会員の皆さまにはご承知かと思いますが、「狭あい道路」とは、建築基準法で定める幅員４m未満

の狭い道路を指し、災害時の避難や緊急車両の通行に支障をきたすなど、さまざまな問題を抱えてい

ます。

　こうした課題の解消に向け、本シンポジウムでは「広がる道路、広がる安心」をテーマに、各分野

の専門家や行政関係者が登壇されました。

　なかでも、国土交通省住宅局市街地建築課　田中政幸課長から、狭あい道路解消に向けた取組の一

環として、都市計画区域内における住宅の接道状況について報告がありました。幅員４m未満の道路

に接する住宅総数の割合は、愛媛県が53.8％と全国で最も高く、全国平均がおおむね30％、四国内で

も40％台前半であることが示されました。

　また、元国土交通副大臣・元八千代市長で土地家屋調査士でもある豊田俊郎先生からは、「まちづ

くりにはたす土地家屋調査士の役割」と題した講演がありました。狭あい道路解消のための具体的提

言として、国の既存事業の活用や、他の交付金・事業との連携などが挙げられ、狭あい道路の解消

は、救急車や消防車の通行、訪問介護、防災に加え、防犯の観点からも、住み良いまちづくりに不可

欠であるとのお話がありました。

　令和７年には、狭あい道路の割合が多い佐賀関で悲惨な火災も発生しており、対策は急務です。

　来年は、愛媛県松山市において同シンポジウムの開催が予定されています。詳細が決まり次第、改

めてご案内いたします。

　閉会の辞では、全国土地家屋調査士政治連盟の椎名会長とともに、愛媛会の德永哲会長が登壇され

ました。ここでも国土交通省　田中課長のご報告に触れつつ、宮城会からバトンを受け取った旨のご

挨拶があり、とても良かったと好評を博する締めくくりとなりました。

　主催・共催・後援の皆様に、心より御礼申し上げます。

副会長　山 内　長 生

当日の様子をレポートしたInstagramは、こちら

https://www.instagram.com/p/DQBFvlAEriB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

狭あい道路解消シンポジウム　仙台　視察報告
～「広がる道路　広がる安心」　全国ワーストの状況解消へ向けて～
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キッズジョブまつやま2025について

日時：令和７年11月16日（日）

場所：松山市総合コミュニティセンター

　松山市小中学校ＰＴＡ連合会主催の「キッズジョブまつやま2025」に出展し、例年同様、多くの子

供たちが受講してくれました。

　座学による資料・教材を使っての仕事内容の説明に始まり、測量体験としてトータルステーション

からの距離を子供たちが各自ピンポールで指し示す距離当てゲーム、境界立会の様子を熱演した寸劇

など、どれも興味を持ってもらったらしく目を輝かせている子供たちの姿が印象的でした。

　中でも特に反応が良かったのがドローンによる調査体験で、最新技術を間近で目にすることで土地

家屋調査士という仕事に関心を持った子供たちもいたのではないでしょうか。

　受講後のアンケートでも概ね高評価であり、今回の出展が土地家屋調査士の認知度アップに大いに

貢献したと確信しております。

広報委員　久　岡　　正
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塩崎衆議院議員も調査士ブースを見学されました

ドローンでの調査体験



　愛媛会の歴史編集委員会では、令和７年に設立75周年を迎えた愛媛県土地家屋調査士会のあゆみに

ついて、これまで断続的に開催されてきた座談会で口承伝授されてきた本会の歴史的事象を稗田阿礼

よろしく編纂する作業を行い、年度末に電子文書として公表することを目標として活動しています。

これまでの委員には歴代の会長や役員の要職に就かれていた方々にお願いしており、今年度は退会さ

れた元会員にも協力を頂いてその活動をおこなっています。

　愛媛会の設立の元となった土地家屋調査士制度は、聖徳太子の千円札、スヌーピーのPEANUTSや歌

手の和田アキ子さん、元中日のモッカ選手と同じ年で、この年には金閣寺が焼失したり、桃屋が「江

戸むらさき」を初めて発売されたそうです。

　この制度制定年から現在までの75年間を経済情勢の視点からみると、75年前の昭和25年（1950年）

は戦後復興期の只中、朝鮮戦争勃発による特需景気の元となる年で、その後に高度経済成長期、ドル

危機・石油危機による高度経済成長期の終焉、バブル経済期、バブル崩壊とその後現在まで続く経済

低迷期と時代を進めてきました。そしてこれらの経済情勢に呼応して、社会情勢も変化し構造改革や

制度改革を進めて現在に至っています。

　土地家屋調査士制度も例外ではなく、初期の強制会への制度変更、規制緩和推進、司法制度改革

等、時代の要請に応じて制度の見直しや改革が行われてきました。本委員会では、愛媛会がこれらの

変化に対して先進的な取り組みを行ってきたものも多々あることから、先達がこれらの取り組みに対

してどのような思いを込め、どのように対応したかを記述して後世に伝えることにより、これからも

起こるであろう変革に、土地家屋調査士が今後も引き続いて社会に必要とされる資格者であれるよ

う、愛媛会が率先して行動をおこすための一助となることを目的としています。限られた時間での編

纂となりますが引き続きよろしくお願いいたします。

愛媛会の歴史編集委員会

愛媛会の歴史編集委員会　委員長　青 田　宏 之
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委員会報告委員会報告



委員会報告委員会報告

　今年度より組成された地域の慣習委員会の委員長を務めております小島裕介です。

　本委員会で現在行っている活動自体は昨年度以前から実施されており、これまでは、柚山俊夫先生

（高等学校での教諭を歴任され、現在は伊予史談会会長として、さまざまな古文書の講師を務めてお

られます）と、小野勇委員（副委員長）、三宅雄二委員の３名で取り組んでこられました。

　その活動内容は、『愛媛の地租改正』の内容を現代語訳として反訳する作業です。図書館に保管さ

れている同書を写真撮影し、その画像データをもとにメールでのやり取りを通じて柚山先生に反訳し

ていただき、その内容を整理する作業を、平日のほぼ毎日進めていただいておりました。

（なお、第１回の委員会を開催した令和７年８月20日の時点で、261回（261日分）にわたり作業を行

っていただき、全体の予定ページ数241ページのうち、205ページの意訳を終えているとのことでし

た。）

　現段階の作業としては、これまで取りまとめた内容に加え、肩書更正の前に記載されている地押調

査および一筆調査について、年代等と併せて該当部分を抽出し、追補することを検討しております。

あわせて、地目変換および官有地となった部分についても意訳の対象とすることを検討しておりま

す。また、本資料の趣旨等を説明する文章については、柚山先生に執筆をお願いすることも検討して

いるところです。

　第２回の委員会を開催した令和７年11月10日の時点では、予定総ページ数の意訳については、反訳

作業のおおよその目途が立ち、内容の確認を行う段階となっていました。資料としての体裁も整いつ

つあることから、現在は、反訳作業の成果を具体的にどのように活用していくか、その方向性を検討

しているところです。

　現時点での予定としては、次年度の令和８年に研修会として企画し、会員のみなさまに『愛媛の地

租改正』についてより深く知っていただく機会を設けたいと考えております。

　来年度になる見込みですが、この成果を会員のみなさまにお届けする予定ですので、楽しみにお待

ちいただければと思います。

地域の慣習委員会

地域の慣習委員会　委員長　小 島　裕 介
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委員会報告委員会報告

　 測量技術が日々進化を遂げるなか、愛媛県土地家屋調査士会では「最新技術研究委員会」を立ち

上げ、主に三次元測量（ドローン、3Dスキャナ、点群データ等）の研究に取り組んでおります。土地

家屋調査士業界では、三次元測量を導入されている方はまだ多くありませんが、測量・建設業界では

近年急速に普及が進んでおり、近い将来、当業界においても導入が不可避となる場面が増えることが

予想されています。そこで、令和７年11月28日・29日の２日間、徳永会長、小野業務部長、最新技術

研究委員３名の計５名で、元日調連研究所研究員であり、三次元測量を実務に積極的に取り入れてお

られる広島会の山中匠先生を訪問し、実際の作業工程やデータ利活用の実例についてご指導いただき

ましたので、パートごとに分けてご報告させていただきます。

【外業編】

　ドローンを運用するにあたっては、国土交通省の飛行許可取得に加え、関係者への周知や「ドロー

ン情報基盤システム」への飛行計画の通報など、通常のTS測量よりも事前手続きが必要となり、一見

ハードルが高いように思えます。しかし、通常の１筆地であれば飛行自体は５分程度と短時間で、業

務受託直後の現地踏査には非常に有用であることを確認することができました。

　また、スキャナ（BLK360 G2）は整準が不要で携帯性に優れ、TSであれば複数の器械点が必要とな

り１日がかりになるような現場でも、半日程度で現況測量に必要な点群データが取得可能であること

から、大幅な作業時間短縮を期待できました。

 ドローンは上空から見える対象には強いものの、軒下や外壁など上空から見えない部分は捉えにく

いという弱点があります。一方、スキャナは無数のノンプリズム点群から構成され、器械位置から見

えない箇所はデータ化が難しいものの、両者のデータを組み合わせることで弱点を補完できるようで

す。

最新技術研究委員会便り～視察研修 in 広島～

最新技術研究委員会　委員長　佐 伯　耕 平
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実際に使用されているドローン スキャナでの測量準備

【内業編】

　内業編では、以下の内容を中心に点群処理の具体的な手法から利活用方法まで、丁寧なご指導をい

ただきました。

・ドローンで撮影した複数の単写真からのオルソ画像生成



委員会報告委員会報告

・点群データの作成と編集

・山中先生の特許技術によるオルソ画像表現

・スキャナ点群の座標付け

・点群を用いた断面図作成

　生成されたオルソ画像は、境界確認書の現況平面図の背景としても利用されているとのことです。

【フリートーク】

　フリートークでは、所有者確認を経ていない「推定筆界線」を用いた新たな地図作成の構想につい

て伺い、その地図は従来地図と異なり、土地家屋調査士の日常業務を奪うことがないという点や、今

後の業界展望などについて貴重なお話を聞くことができました。また、三次元測量は収益の柱という

より、作業効率向上による可処分時間の増加や、筆界検討をより高度に行うための手段として活用さ

れている点も印象的でした。

　山中先生にはご多忙の中、２日間にわたり大変貴重なご指導を賜り、心より御礼申し上げます。

【結び】

　三次元測量技術は、筆界を明らかにする専門家である土地家屋調査士にとって、新たな業務分野の

開拓や適正報酬の確保に寄与するものと確信しております。最新技術研究委員会は、今後も会員の皆

様が最新技術を円滑に活用できるよう、情報収集や技術検証を継続し、2026年度には何らかの形で会

員の皆様に研究報告を行いたいと考えております。

　今後とも当委員会の活動にご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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山中先生の説明を受ける

愛媛会の３人

広島で見つけた

珍しいタイプの境界標

小野業務部長リサーチの

人気店のお好み焼き



　日本スポーツマスターズ2025愛媛大会が、令和７年
９月６日から９月23日にかけて開催され、全国から原
則35歳以上の選手約7,500人が集まりました。
　県内15市町を会場に、水泳、サッカーなど13競技が
行われ、私はテニス競技に選手として参加しました。
　テニス競技には、35歳以上シングルスと45歳以上ダ
ブルスの２種目があり、私は45歳以上ダブルスに出場
しました。
　各都道府県代表47ペアに開催地枠の１ペアを加えた
計48ペアにより、予選リーグおよび決勝トーナメント
を戦い、日本一を競いました。

　予選リーグは４ペアによる総当たり戦で、１位のみ
が決勝トーナメントに進出できます。
　私たちは予選を1位で通過し、決勝トーナメントに進
みましたが、準々決勝で20年以上一緒に練習を重ねて
きた同じ愛媛代表の後輩ペアと対戦し、惜しくも敗退
しました。
　最終成績は５位入賞で表彰していただいたものの、
目標には届かず、悔しさの残る結果となりました。
　
　ただ、個人戦とは別に都道府県団体賞というのがあ
り、愛媛県テニス競技団体戦で初の１位になり、今治
の菊間瓦で作られた金メダルを頂きました。出場した
愛媛代表メンバー皆の頑張りがあったからだと思いま
す。　

　今回の日本スポーツマスターズ2025愛媛大会では、
選手代表としてeat愛媛朝日テレビの「チャンネルえひ
め」に生出演する機会をいただき、前日に開催された
競技全体の開会式では選手宣誓の大役も務めました。
大会期間中は愛媛県テニス協会役員として歓迎会など
の行事にも参加し、これほど中身の濃いスポーツマス
ターズは初めてで、かけがえのない唯一無二の経験と
なりました。

　私はテニスを通じて、出会いや気づき、学びなど本
当に多くの経験を重ねてきており、そのすべてに感謝
しています。
　これまでテニスで培ってきた経験や学びを、日々の
調査士業務にも少しでも還元し、より良い形で生かし
ていきたいと考えています。
　すでに来年の日本スポーツマスターズ2026石川大会
に向けて練習に取り組んでおり、まずは愛媛代表の切
符を手に入れ、再び日本一を目指します。
　調査士業務もテニスも、そして人生そのものも大き
なチャレンジと捉え、楽しみながら前進していきま
す。

大洲支部　賴 永　学 和

日本スポーツマスターズ2025愛媛大会出場

特 別 企 画
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　令和７年４月に入会させていただきました戸田芳朗と申します。令和６年度の試験で合

格し登録いたしました。

　長年父のもとで補助者として勤務していたので、松山の方は面識ある方も多いですが、

改めてよろしくお願いいたします。

　登録後数か月が経ちましたが、様々な現場に手伝い

として参加させていただきながら、日々勉強させてい

ただいております。

　立会の方法や土地所有者の方への説明の仕方など、

これから土地家屋調査士として必要なスキルを一つず

つ身につけていきたいと思っております。今後も積極

的に参加していきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

Ｑ１．調査士になったきっかけ

　　　父が土地家屋調査士で事務所を手伝うようになり、補助者として長年勤務していた

　　　のがきっかけです。

Ｑ２．調査士になって良かったこと

　　　家族や知り合いに喜んでもらえたことです。

Ｑ３．好きなもの

　　　ラーメン　音楽

Ｑ４．趣味

　　　バドミントン　ゲーム

Ｑ５．長所と短所

　　　長所はポジティブだと思います。

　　　短所は妻に確認したところ、ありがたいア

　　　ドバイスをたくさん頂いたのですが、唯一

　　　書けそうなせっかちとさせていただきます。

Ｑ６．前職は

　　　土地家屋調査士事務所

Ｑ７．これからの目標

　　　少しでも早く一人前になって、今までお世

　　　話になった方々にお返しできるように頑張

　　　っていきたいと思っています。

　　　今後ともよろしくお願いいたします。

松山支部　　戸　田　芳　朗

入会のことば
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　令和７年４月２１日に入会させていただきました十川博文と申します。私は松山大学を

卒業後、県内のディーラーで１３年間自動車の営業として勤務しておりましたが、一念発

起して、土地家屋調査士を目指すべく父の経営する測量会社へと転職しました。

　当時を振り返ると、知識や資格も何も持たないままのゼロからのスタートであったた

め、家族には大変な心配や迷惑をかけてしまったと思います。試験に向けて勉強を始めた

当初は、そのあまりにも高すぎる壁に絶望し、本当に合格できるのか不安になったことを

思い出します。今こうして土地家屋調査士としてスタート地点に立てたことについて、支

えてくれた家族には感謝の気持ちでいっぱいです。

　今後、土地家屋調査士として働いていくにあた

り、更なる努力が必要であると感じています。幸

い父が土地家屋調査士として現在も現役でいます

ので、目指すべき姿として、日々努力したいと思

います。今後ともよろしくお願いいたします。

Ｑ１．調査士になったきっかけ

　　　家庭の事情により、会社に勤務するのではなく、独立して自分で仕事をしたいと考

      えた際に、父が土地家屋調査士をしていたことがきっかけとなりました。

Ｑ２．調査士になって良かったこと

　　　以前の仕事と比較して、家族と過ごす時間を多く取れるようになったことです。

Ｑ３．好きなもの

 　　 音楽鑑賞、連続テレビ小説「あんぱん」、お酒の席

Ｑ４．趣味

      ドラム、料理、カラオケ

Ｑ５．長所と短所

      長所：穏やかな性格だと思っています。

      短所：没頭しすぎると、たまに周りが見えなくなる

　　　　　　ところです。

Ｑ６．前職は

　　　トヨタカローラ愛媛株式会社で営業職として１３年

　　　勤務した後、父の補助者として勤務していました。

Ｑ７．これからの目標

　　　まだまだ分からないことも多く、知識も経験も不十

　　　分でありますが、この仕事を通じて日々成長し、生

　　　きがいを見出し、諸先輩方のように地域社会に貢献

　　　できるような土地家屋調査士を目指したいと思いま

      す。

松山支部　十　川　博　文

入会のことば
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◎会員の異動　 （令和６年12月１日～令和７年11月30日） （敬称略）

事務局便り

◆入　会　者

戸 田　芳 朗
Ｒ７.４.１　入会

事務所　松山市愛光町１番24号

Ｒ７.４.21 入会

事務所 上浮穴郡久万高原町久万808番地２

（松山） 十 川　博 文（松山）

◆退　会　者

藏 谷　敏 広（大洲） 石 川　　 澄（四国中央）

Ｒ６.12.19　退会 Ｒ７.１.23　退会

松 岡　　 徹（松山） 川 原　周 次（西条）

Ｒ７.３.10　退会 Ｒ７.４.30　退会

藤 本　德 夫（松山） 徳 永　哉 江（西条）

Ｒ７.９.29　退会 Ｒ７.９.29　退会

河 端　周 造（松山）

Ｒ７.９.30　退会

◆会員の訃報

畭 尾　栄 遵（松山） 塩 崎　　 徹（西条）

Ｒ７.４.６　ご逝去 Ｒ７.８.28　ご逝去

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

◆会員の事務所変更

山 内　秀 亀
Ｒ７.２.25　変更

事務所　松山市衣山二丁目１番１号

　　　　小山ビル202号

Ｒ７.５.７ 表示変更

事務所 八幡浜市駅前二丁目807番地４

（松山） 井 住　隼 人（大洲）

都 築　浩 平
Ｒ７.５.17　変更

事務所　松山市湯の山六丁目９番地８

Ｒ７.５.28 変更

事務所　松山市中村一丁目１番８号

　　　　トロワボヌールⅤ108号室

（松山） 田 中　康 伸（松山）

末 光　直 樹
Ｒ７.９.３　変更

事務所　松山市岩崎町二丁目９番24号

　　　　サンヴァリエ岩崎301号

Ｒ７.10.13 変更

事務所　松山市清水町三丁目171番地３

　　　　エク・セ・ランス１Ｆ

（松山） 土 屋　泰 範（松山）

　戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程が令和７年９月19日に改正されました。

それに伴い、購入の際に補助者の方を使者とする場合は、戸籍謄本等職務上請求書受領指示書

（別紙第７号様式）が必要となります。（規程第11条第７項）

　この受領指示書は、必ず会員の方の自署と職印の押印をお願いいたします。また、補助者の方

は補助者証のご提示をお願いいたします。補助者証の期限をご確認ください。

事務局からのお知らせ
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令和７年度　写真館令和７年度　写真館

１４条地図作成　基準点設置作業

がんばれ地籍図根点

藩境の石

（松山藩と大洲藩の境石）
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愛媛朝日テレビの

法務局地図作成事業撮影中

塩崎代議士の法務局

地図作成事業視察

見守る矢野会員
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うわじまにて

山内副会長の広報活動

ジャパハリネット

中田さんと広報

キッズジョブまつやま2025
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弁護士と土地家屋調査士

ゴルフ大会後の交流会

優勝して上機嫌な

栗山副会長
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公益社団法人

全日本不動産協会愛媛県本部

令和7年度　セミナー登壇

セミナーの様子













編 集 後 記

　広報委員会では、会報のあり方について議論を行ってきました。そんな中、今回の「会報えひめ第

144号」より紙ベースでの配布を取りやめ、データ配布とすることを決定しました。

　それに伴い、編成等も委員メンバーが行っております。例年の会報と遜色ない、完成度の高いもの

になったのではないかと思います。

　新たな取り組みとなり、ご不便をおかけするかもしれませんが、ご理解いただけますと幸いです。

　ご多忙にも関わらずご寄稿いただきました皆様、ありがとうございました。

広報委員長　大西涼介
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